
 

 

 
 
 
 

令和７年度石川県原子力防災訓練の実施について 
 

１ 目的 

   原子力災害時の緊急時対応に万全を期すため、国、市町、関係機関及び北陸電力と連

携して訓練を実施し、防災体制の確立と防災業務関係者の防災技術の向上、原子力防災

に対する住民の理解促進を図る。 

     
２ 日時 

  令和７年１１月２４日（月・振休） ７時～１４時 
 

３ 参加者 
（１）参加機関：約２４０機関 

内閣府、原子力規制委員会、自衛隊、海上保安庁、北陸地方整備局、石川県、 
富山県、市町、県警本部、北陸電力など 

 （２）参加人数：約１，７００名（うち参加住民６００名） 
   

４ 訓練想定 
 ・志賀町で震度７の地震が発生し、志賀原子力発電所２号機において、原子炉が自動停止

するとともに外部電源を喪失し、高圧で原子炉へ注水するための手段が喪失 
 ・その後、低圧での注水もできなくなり、高圧系・低圧系のすべての注水機能が喪失（全

面緊急事態） 
 ・事態がさらに進展し、放射性物質が放出され、その影響が発電所周辺地域に及ぶ 

 
５ 主な訓練内容 

（１）「避難経路の複線化」を取り入れた訓練 
 ・能登半島地震の際の道路の寸断を踏まえ、予定した避難経路が使用できない場合に、あ

らかじめ設定した代替経路で避難する訓練を実施 
  【訓練の一例】中能登町鹿島地区 

    避難経路（国道 159号）が被災して通行できないと想定し、代替経路である氷見市 
    を経由する経路で津幡町へ避難 

 ・陸路が使用できない場合に、あらかじめ設定した離着陸場所などを使用した、空路（ヘ
リ）、海路（船舶）による避難訓練を実施 

 
 

（２）指定避難所での屋内退避訓練 
 ・地震で自宅が損壊した場合を想定し、近隣の指定避難所における屋内退避訓練を実施 
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（３）能登半島地震を踏まえた他の訓練 
 ・放射線防護施設が損傷したことを踏まえた、原子力防災用エアテントへの避難訓練 

 ・放射線量を測定するモニタリングポストが使用できなかったことを踏まえた、ドローン
を活用したモニタリング訓練 

 ・寸断した道路を応急復旧した後、陸上自衛隊の高機動車で避難する訓練 
 

（４）その他の訓練 
 ・避難退域時検査時に、検査結果の入力にスマートフォンを使用する訓練 

 ・要配慮者（社会福祉施設入所者）の避難訓練 
 ・国、県、関係市町及び関係機関によるオフサイトセンター運営訓練 

 
 

 馳知事の訓練視察後、最後の視察先の英田小学校(津幡町)でぶら下がり取材を行います。 


